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結
核
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
日
本
人
援
助
要
員
に
対
す
る
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

提 

出 

日   
 

平
成
二
十
三
年
一
月
ニ
十
四
日 

答
弁
書
受
領
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
ニ
月
一
日 

                 

 
 

現
在
、
海
外
、
特
に
ハ
イ
チ
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
の
結
核
高
蔓
延
国
（
二
十

二
か
国
。
ハ
イ
チ
は
有
病
率
な
ど
人
口
対
率
は
高
い
が
総
人
口
が
小
さ
い
の
で
、
高

蔓
延
国
（
高
負
担
国
）
に
は
含
ま
れ
な
い
）
で
の
復
興
支
援
に
派
遣
さ
れ
る
日
本
の

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
緊
急
援
助
隊
、
自
衛
隊
の
人
員
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
数
は

最
近
五
年
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
約
四
百
十
九
人
、
三
千
二
百
五
十
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
民
間
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
も
多
数
の
人
員
が
同
地
域
に
派
遣
さ
れ
、
活
動
し
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
。 

 

結
核
は
、
空
気
感
染
し
、
不
十
分
な
居
住
環
境
、
栄
養
不
良
な
ど
の
悪
条
件
が
重

な
る
こ
と
で
急
速
に
蔓
延
す
る
た
め
、
当
該
地
域
の
被
災
者
だ
け
で
な
く
日
本
人
援

助
要
員
に
も
感
染
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
帰
国
後
、
日
本
国
内
で
発
病
す
る
こ

と
も
懸
念
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
平
成
二
十
二
年
四
月
九
日
付
け
の
毎
日
新
聞
夕
刊
で

は
、
首
都
圏
な
ど
を
管
轄
す
る
陸
上
自
衛
隊
東
部
方
面
隊
の
六
つ
の
駐
屯
地
で
平
成

二
十
一
年
九
月
以
降
、
十
人
の
隊
員
が
結
核
に
集
団
感
染
し
発
病
に
至
っ
た
と
報
道

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
事
例
で
は
血
液
検
査
の
陽
性
者
（
感
染
者
）
が
八
十
四

人
お
り
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
今
後
も
発
病
者
が
で
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

結
核
に
対
し
て
は
、
簡
便
で
正
確
な
診
断
方
法
と
し
て
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検

査
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
結
核
高
蔓
延
国

で
の
復
興
支
援
に
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
援
助
要
員
全
員
に
対
し
、
制
度
と
し
て
ク
ォ

ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
・
治
療
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。 

 

ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
日

に
、
超
党
派
議
員
連
盟
の
ス
ト
ッ
プ
結
核
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
議
員
連
盟
（
浜

田
昌
良
＝
事
務
局
長
）
が
、
外
務
省
の
西
村
智
奈
美
大
臣
政
務
官
（
当
時
）
に
対
し

て
、「
ハ
イ
チ
地
震
に
伴
う
日
本
の
結
核
対
策
支
援
に
関
す
る
要
望
」
を
申
し
入
れ

て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
日
本
リ
ザ
ル
ツ
が
、

岡
田
克
也
外
務
大
臣
（
当
時
）
に
対
し
て
、
「
日
本
人
の
援
助
要
員
に
は
、
結
核
蔓

延
地
域
で
活
動
す
る
と
き
は
、
結
核
感
染
対
策
と
し
て
、
協
力
開
始
時
点
（
現
地
へ

入
る
前
）
お
よ
び
終
了
後
（
現
地
を
離
れ
て
）
二
ヶ
月
時
点
で
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ

ン
検
査
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
」
を
要
望
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

 

                 

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問
題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十
分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は
な

い
」、
「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
事
務
所
を
郵
便
物
の

受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に
約
何
件
、

七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当
す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た
る
事

務 所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金
規
正
法

の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

 

政 

府 

回 

答 



2 

 

     

一 

こ
れ
ま
で
に
結
核
高
蔓
延
国
に
派
遣
さ
れ
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
緊
急
援
助
隊
、
自

衛
隊
の
人
員
が
、
同
地
域
で
結
核
に
罹
患
し
た
例
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
。
そ
の

件
数
等
、
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

    

二 

結
核
高
蔓
延
国
に
派
遣
さ
れ
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
緊
急
援
助
隊
、
自
衛
隊
の
人
員

に
対
す
る
、
政
府
の
感
染
予
防
対
策
の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

      

三 

政
府
は
、
民
間
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
日
本
人
援
助
要
員
が
結
核
高
蔓
延
国
に
お
い
て
支
援

活
動
を
行
っ
て
い
る
状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
援
助
要
員
が
結
核
に

罹
患
し
た
例
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

  

四 

こ
れ
ま
で
海
外
で
の
復
興
支
援
活
動
に
お
い
て
、
日
本
人
援
助
要
員
に
対
し
て

ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
が
行
わ
れ
た
例
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

国
際
緊
急
援
助
隊
、
自
衛
隊
、
民
間
Ｎ
Ｇ
Ｏ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

 

 

質 

問 

 

 

一
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
結
核
高
蔓
延
国
に
派
遣
さ
れ
た
国
際
緊
急
援
助
隊
（
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派

遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
活
動
を
任

務
と
す
る
も
の
。
以
下
同
じ
。）
の
隊
員
（
自
衛
隊
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
及
び
国
際

平
和
協
力
活
動
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
行
う
自
衛
隊
員
が
、
当
該
派
遣
先
国
に
お

い
て
結
核
に
罹
患
し
た
例
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

二
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
結
核
高
蔓
延
国
に
国
際
緊
急
援
助
隊
の
隊
員
及
び
国
際
平
和
協
力
活
動
を
行

う
自
衛
隊
員
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
感
染
症
の
予
防
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
隊
員
及
び
自

衛
隊
員
（
以
下
「
隊
員
等
」
と
い
う
。
）
の
健
康
管
理
に
努
め
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
隊
員

等
と
し
て
医
師
を
派
遣
す
る
ほ
か
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
隊
員
に
は
、
帰
国
後
に
公
費
で

健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
際
平
和
協
力
活
動
を
行

う
自
衛
隊
員
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
派
遣
前
及
び
必
要
に
応
じ
帰
国
後
に
、
結
核

検
診
と
し
て
問
診
及
び
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。 

 

三
に
つ
い
て 

 
政
府
資
金
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
非
政
府
組
織
（
以
下
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
い
う
。）
の
活
動

に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
結
核
高
蔓
延
国
で
の
活
動
の
場
合
を
含
め
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の
報

告
書
等
を
通
じ
状
況
を
把
握
し
て
い
る
が
、
当
該
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
日
本
人
援
助
要
員
が
結
核
に

罹
患
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。 

  

四
に
つ
い
て 

 

隊
員
等
が
そ
の
活
動
に
際
し
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
を
受
け
た
例
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
日
本
人
援
助
要
員
が
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ

ン
検
査
を
受
け
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。 

 
政 

府 

回 

答 



3 

 

   

   
 

  五 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
日
に
ス
ト
ッ
プ
結
核
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
議
員

連
盟
が
要
望
し
た
と
お
り
、
日
本
人
援
助
要
員
に
対
し
て
、
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン

検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
後
の
政
府
の
方
針
、
取
組
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
が
未
だ
に
実
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

何
故
実
施
し
て
い
な
い
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 
  

右
質
問
す
る
。 

         
 

  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

質 

問 
 

 
 

 

五
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
結
核
高
蔓
延
国
に
隊
員
等
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た

よ
う
に
、
隊
員
等
の
健
康
管
理
に
努
め
て
お
り
、
ま
た
、
隊
員
等
が
当
該
派
遣
先
国
に
お

い
て
結
核
に
罹
患
し
た
例
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
政

府
が
隊
員
等
に
一
律
に
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
を
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。 

 

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
行
う
支
援
活
動
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
自
ら
の
責
任
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
結

核
高
蔓
延
地
域
か
ら
の
他
の
入
国
者
と
同
様
、
政
府
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
日
本
人
援
助
要
員
に

対
し
て
一
律
に
ク
ォ
ン
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ン
検
査
を
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

   

政 

府 

回 

答 


